
Q 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査にはどのようなものがありますか。

A 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査等があり、
いずれも被検者の体内にウイルスが存在し、ウイルスに感染しているかを調べるための検査です。

新たな検査手法の開発により、検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔ぬぐい液
を使うことも可能になっています。

なお、抗体検査は、過去に新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるものであるため、検査を受
ける時点で感染しているかを調べる目的に使うことはできません。

検査の対象者
PCR検査（LAMP法含む） 抗原検査（定量） 抗原検査（定性）

鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液 鼻咽頭 鼻腔 唾液

有症状者
発症から９日目以内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○※１ ○※１ ×

発症から１０日目以降 ○ ○ × ○ ○ × △※２ △※２ ×

無症状者 ○ × ○ ○ × ○ × × ×

鼻咽頭ぬぐい液採取 鼻腔ぬぐい液採取

※１ 発症2日目から９日目以内に使用 ※２ 陰性の場合は鼻咽頭PCR検査等を実施
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鼻から綿棒を挿入し、
鼻咽頭を数回こする

（医療従事者が採取）

鼻から綿棒を2cm程度挿入し，
5回転させ，5秒程度静置

（自己採取も可）

検体採取の例
（抗原定性検査、鼻咽頭ぬぐい液と鼻腔ぬぐい液の場合）

※図はデンカ株式会社より提供


